
「新エネルギーによる災害時における非常用電力の提供に関する協定」の概要

１ 目 的

新エネルギーによる災害時における非常用電力の提供に関して、なごの浦運送株式会社が、

新エネルギーを推進する三重県に協力するにあたって必要な事項を定め、災害時の円滑な対応

に備えることを目的とする。

２ 協定の内容

災害に伴う停電時において、なごの浦運送株式会社は、県に協力をして、地域住民等に対し

て、新エネルギー（太陽光発電）による非常用電力を提供する。

（１）なごの浦運送株式会社が所有する施設の地域（鈴鹿市、亀山市）で、災害に伴う停電が発

生した場合において、地域の住民等に無償で新エネルギー（太陽光発電）による電力を提供

する。

（２）県は、新エネルギーによる災害時の有効性等を啓発するとともに、ホームページ等で情報

提供する。

３ ネルギー（太陽光発電）から電気を提供
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ｋＷ（晴天時の１日（6時間）あたりの発電量は約１９４ｋＷｈ。一般家庭の約２０日分の消費電力量に相当）
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安全管理

■県の取組

・新エネルギーによる災害時の有効性等を啓発すると

ともに、ホームページ等で情報提供

・関係市町に情報提供


